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「事業復活支援金」事前確認の受付開始 

  

山陰合同銀行（頭取 山崎 徹）では、新型コロナウイルス感染症により影響を受けられた事業者の皆様のご支援

にあたり、「事業復活支援金」の登録確認機関として、１月３１日より当行に事前確認をご希望されるお客様の受付

を開始しております。 

なお、当行で事業性融資取引があるお客様の受付に限定させていただきますので、ご了承ください。 

 記 

【事業復活支援金 制度概要】 

１．事業復活支援金は、新型コロナウイルス感染症により、大きな影響を受ける中堅・中小・小規

模事業者、フリーランスを含む個人事業主の皆様に対して、事業規模に応じて支給される支援

金です。 

 

対象要件 

・新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者 

・２０２１年１１月～２０２２年３月のいずれかの月（対象月）の売上高が、２０

１８年１１月～２０２１年３月の間の任意の同じ月（基準月）の売上高と比較し

て５０％以上又は３０％以上５０％未満減少した事業者 

給付額 ・基準期間の売上高 － 対象月の売上高 × ５か月分 

・上限額は、売上高減少率に応じ、中小法人等２５０万円、個人事業主等５０万円 

 

２．制度の詳細、申請手続きにつきましては、事業復活支援金 事務局ホームページをご確認くだ

さい。 

 【事業復活支援金ホームページ（中小企業庁）】https://jigyou-fukkatsu.go.jp/ 

 

【受付にあたって】 

 １．事業復活支援金の申請にあたっては、事業復活支援金事務局から申請ＩＤの発行を受けられた

後に、登録確認機関（金融機関等）から事前確認を受けていただく必要がございます。 

  ※一時支援金又は月次支援金を受給されたお客様は、事業復活支援金で改めて事前確認を受けて

いただく必要はございません。 

２．当行は登録確認機関として、当行に事業性融資があるお客様の事前確認を受付いたします。 

 ※当行に事業性融資取引がないお客様は、事業復活支援金事務局にご相談ください。 

    事業復活支援金事務局 ＴＥＬ：０１２０－７８９－１４０ 

 

【受付方法】 

  お取引店の担当者へお問い合わせください。                  以 上 
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